
兵庫県立病院看護師修学資金貸与者募集に係るＱ＆Ａ 

 

【申請に関する問い合わせ】 

Ｑ 修学資金は何年次から貸与を受けることができますか。 

Ａ 看護師養成施設への入学初年度に限らず、２年、３年次からでも受けるこ

とができます。 

 

Ｑ すでに他から修学資金の貸与を受けていますが、申込むことができますか。 

Ａ 卒業後に貸与を受けていた機関に属する病院で勤務することが返還免除の

条件となる修学資金の場合は併用できません。この場合、他から受けている

修学資金の貸与を中止（返還）していただく必要があります（日本学生支援

機構の貸与制度との併用は可能です。）。 

 

Ｑ 連帯保証人の２名が同居していてもよいですか。 

Ａ 連帯保証人が同居している場合には、特に証明書類の提出は不要ですが、

それぞれが独立した生計を営んでいる必要があります。 

 

Ｑ 申請の際に健康診断書の提出が必要ですが、どこの病院で受診しても構い

ませんか。 

Ａ はい。（※病院局から受診可能な病院の案内はしませんので、健康診断書に

記載の検査項目の診断が可能か事前に病院へお問い合わせの上、受診してく

ださい。） 

 

 

【制度に関する問い合わせ】 

Ｑ 希望の病院で勤務することができますか。 

Ａ 指定病院で勤務していただく必要があるため、希望と一致しない可能性が

ありますので、予めご了承ください。 

 

Ｑ 修学資金を貸与された場合でも、採用試験を受けなければなりませんか。 

Ａ 修学資金貸与選考試験と兵庫県職員[看護師等]採用試験は異なりますので、

卒業年度に採用試験を受験していただく必要があります。（※採用試験の案内

は行いませんので、必ずご自身で試験日程等をご確認ください。） 

  採用試験に合格できなかった場合、返還対象となりますのでご注意くださ

い。ただし、一定の事由により返還を猶予できる場合があります。 

 



Ｑ 採用試験に合格しなかった場合はどうなりますか。 

Ａ 卒業年度のすべての採用試験が終了し合格しなかった場合は、修学資金を

返還していただく必要があります。卒業年度中の採用試験は何度受験してい

ただいても構いません。 

 

Ｑ 看護師国家試験に合格しなかった場合はどうなりますか。 

Ａ 次年度の看護師国家試験の受験意思及び指定県立病院での勤務の意思を有

している場合、返還を１年間猶予することができます。 

  ただし、翌年度の県立病院の採用試験を再度受験する必要がありますので

ご注意ください。 

 

Ｑ 勤務後、修学資金貸与額全額が返還免除されるまでに退職した場合は、ど

うなりますか。 

Ａ 指定県立病院の看護師でなくなる日までに免除された修学資金の合計金額

と、貸与された修学資金の総額との差額の金額を返還していただきます。 

なお、返還期限は、退職日の属する月の翌月から３ヶ月以内となります。 

 

 

【貸与に関するお問い合わせ】 

Ｑ 新しく貸与を受けた場合、最初の振込みはいつになりますか。 

Ａ ５月に貸与者選考試験を行い、６月に貸与決定通知を行うため、遅くとも

７月には４～７月分（４ヶ月分）をまとめて貸与します。 

 

Ｑ 修学資金の貸与を受け、在学中に留年、休学等になる場合どのようになり

ますか。 

Ａ 正当な理由なく留年、停学、休学等の事実が発生した場合には、修学資金

貸与の目的が達成できないと判断し、貸与を取り消し、修学資金を速やかに

返還していただくことになります。 

 

Ｑ 専門学校から大学への編入や、助産師免許取得のために進学をしたい場合

は、修学資金の貸与を引き続き受けることができますか。 

Ａ 申請した際の養成施設を卒業するまでが貸与期間となるため、新たな貸与

を受ける必要があり、改めて修学資金貸与の選考試験を受けていただく必要

があります。（兵庫県病院局管理課職員班まで事前にご相談ください） 

 

 



【返還に関するお問い合わせ】 

Ｑ やむなく貸与を辞退することになったのですが、収入がないので直ちに返

還することができません。 

Ａ 原則として、貸与取消となった日の属する翌月から３ヶ月以内に一括返還

していただく必要があります。速やかに返還ができない場合は、連帯保証人

にその責を負っていただきます。 

 

 

【その他】 

Ｑ 修学資金貸与者向けの研修とはどのような研修ですか。 

Ａ 貸与者向けの研修（キャリアサポート研修）を毎年夏頃（８月）に実施し

ています。原則、全貸与者に参加していただくことになります。 

  研修内容は、看護師の役割やキャリア形成に学習するほか、県立病院の見

学を行います。（詳しくは、貸与決定後お知らせします） 

 

Ｑ 修学資金貸与試験に不合格になった場合、翌年に再度貸与を申請すること

はできますか。 

Ａ はい、年に１度募集していますので、何度ご応募いただいても構いません。 

 

Ｑ 修学資金貸与試験に不合格になった場合、採用試験に影響はありますか。 

Ａ いいえ、修学資金制度と採用試験は異なりますので、採用試験に影響が及

ぶことはありません。 


